




令和３年度
「美馬市起業創業促進事業補助金」
募　集　要　項
[ 令和３年４月 ]
＜起業創業予定者に対する支援＞








【応　募】
募集期間は令和３年４月１５日（木）から６月１５日（火）までです。申請された書類に基づき資格要件及び事業内容等の審査を行い、採択者を決定します。
【提出・問い合わせ先】
美馬市経済部企業応援課
○ 住  　所 ： 〒7７７-85７７　美馬市穴吹町穴吹字九反地５番地
○ 電　  話 ： ０８８３-５２-１２６３
○ Ｆ Ａ Ｘ ： ０８８３-５２-１２００
○ Ｅ‐mail ： kigyououen@mima.i-tokushima.jp
○ 受付時間 ： ８：３0～1７：15／月～金曜日（祝日を除く）
【その他】
本募集要項のほか、補助金交付申請書等を、美馬市のホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。



















美馬市　経済部　企業応援課

１　事業目的
美馬市において、新たに創業を行う方に対して、その創業等に要する経費の一部を補助する事業で、新たな需要や雇用の創出等を促し、本市経済を活性化させること又は少子高齢化等本市の地域課題を解決させることを目的とします。


２　補助対象者
本補助金の交付申請をしようとする方は、以下の（１）から（7）の全ての要件を満たすことが必要です。
（１）「新たに創業する方」であること。
　　 「新たに創業する方」とは、募集開始日の属する当該年度内に本市において創業する予定の方であって、個人開業、会社（会社法（平成１７年法律第８６号）に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の設立を行い、その代表となる方。
[bookmark: _Hlk35956555]　　　◇個人の場合･･･事業を営んでいない個人であって、所得税法（昭和40年法律第33号）
　　　　　　　　　　 第229条に規定する開業の届出を行い、新たに事業を開始する場合。
　　　　◇会社の場合･･･自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに法人の設立登記
を行い、新たに事業を開始する場合。
　　※上記における「会社」及び「個人事業主」とは、以下の定義に該当する「中小企業者」を指し
ます。
	業種分類
	定　　　　　　義

	製造業その他の業種
	資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人事業主

	卸売業
	資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人事業主

	小売業
	資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が５０人以下の会社及び個人事業主

	サービス業
	資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人事業主



（２）次の「みなし大企業」でないこと。
　　①発行済株式の総数又は出資総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者。
　　②発行済株式の総数又は出資総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者。
　　③大企業の役員又は職員を兼ねている方が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者。
（３）補助対象者が個人の場合は、本市に居住し、本市で事業を開始する方。法人の場合は、その代表者が本市に居住し、かつ、本店又は主たる事業所を置き、本市で事業を開始すること。
（４）市税（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５条第２項第１号から第４号までに規定する普通税、同条第６項第５号に規定する目的税及びこれらに係る延滞金及び督促手数料をいう。）を滞納していないこと。
（５）補助対象期間内に、同一の事業計画で補助金の交付を受けていない方。　
（６）訴訟や法令順守上の問題を抱えていない方。
（７）申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外。

なお、要件を満たしていないにも関わらず、本補助金の交付の決定を受けていたことが判明した場合は、その決定を取り消します。
また、本補助金の交付の決定を受けた後に、事情変更により要件を満たさなくなった場合は、その決定の全部又は一部を取り消す場合があります。

３　補助対象事業
　本補助金の対象となる事業は、以下の（１）から（３）の全ての要件を満たすことが必要です。
　（１）本市住民の需要や雇用を創出し、本市域外の市場獲得も念頭とした事業又は地域課題解決に資する事業を開始するものであって、年度内に事業が完了し、代金の支払いがなされるものであること。

（２）事業の継続性が十分見込める事業。

（３）以下のいずれにも合致しないこと。　
1 公序良俗に反する事業。
2 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条において規定する風俗営業など）。
3 補助事業期間内に、同一の事業計画で国（独立行政法人を含む）、県等の公的機関から補助金等の交付を受けている場合、又は受けることが決まっている事業。
なお、交付決定後に他の制度と併用している事実を発見した場合は、交付決定を取り消し、必要に応じて補助金の返還を求める場合があります。
　　　　④　住宅宿泊事業法（民泊新法）に規定する民泊サービス及び美馬市農林漁家民宿開業支援事業補助金（平成２８年美馬市告示第２０５号）に規定する農林漁家民宿の事業

　
４　補助対象経費等
（１）対象経費
補助事業実施のために必要となる経費（消費税及び地方消費税を除く。）となりますが、以下の①から③の条件を全て満たすものを対象とします。

①　使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
[bookmark: _Hlk68181666]②　交付決定日の属する当該事業年度の契約・発注により発生した経費
③　証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

　　　　※下記に記載されている［補助対象経費］が対象となります。
　　　　　その他、下記に例示された［対象とならない経費］、及び記載されていない経費は、原則補助対象外となります。
[bookmark: _Hlk68181698]　　　　※対象経費は、美馬市内において購入・調達などに努めてください。

【対象経費一覧】
	（１）店舗等借入費
【対象となる経費】
・美馬市内の店舗・事業所・駐車場の賃借料・共益費
・住居兼店舗・事業所については、店舗・事業所専有部分に係る賃借料のみ
【対象とならない経費】
・店舗・事業所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等
・美馬市内の店舗、事業所、駐車場の借入に伴う仲介手数料
・申請者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る店舗等借入費

	（２）設備費
【対象となる経費】
・美馬市内の店舗・事業所の開設に伴う外装工事・内装工事費用（住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係るもののみ）
・美馬市内で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用
【対象とならない経費】
・消耗品
・車両の購入費（リース・レンタルは、対象となる）

	（３）広報費（自社で行う広報に係る費用）
【対象となる経費】
・販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用
・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費
・販路開拓に係る無料事業説明会開催等費用
・広報や宣伝のために購入した見本品や展示品
【対象とならない経費】
・切手の購入を目的とする費用
・本補助事業と関係のない活動に係る広報費（補助事業にのみ係わった広報費と限定できないもの）

	（４）原材料費
【対象となる経費】
・試供品・サンプル品の製作に係る経費（原材料費）として明確に特定できるもの
【対象とならない経費】
・主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの
・見本品（試着品・試食品）や展示品であっても、販売する可能性があるものの製作に係る経費


（２）補助率
　補助対象経費の２分の１以内（１，０００円未満は切り捨て）
（３）限度額
合計金額が５０万円　
　（４）補助予定人数
　　　　 ３人

５　補助対象期間
[bookmark: _Hlk68181785]　　　本補助事業の補助対象期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までです。







６　事業（手続き）の流れ
補助金の申請から事業完了までの流れは、次の図のとおりです。

【事業（手続き）の流れ】
美　馬　市
　　 補 助 事 業 申 請 者

①交付申請（事業実施前）
②プレゼンテ－ション審査、交付決定通知
　　　　　　  　 　　　　　　　　
③実績報告書提出                                                
 　　
④確定検査、確定通知
　           
⑤補助金請求

⑥補助金支払

　　　　




７　交付申請（応募上の注意）
（１）申請書類について
①　次に掲げる「提出書類一覧」により、申請書類等を作成し、提出してください。
②　提出された申請書類等は、返却しませんので予めご了承ください。
③　提出された申請書類等の内容に関して、当方より電話やメール等での問い合わせ、追加資料の提出を求める場合があります。
提　出　書　類


◇　補助金交付申請書（様式第１号）
◇　事業計画書（様式第２号）　◇　収支予算書（様式第３号）　◇住民票抄本
◇　代表者の直近１年の納税証明書（直近の課税が美馬市以外の場合は、当該課税を行った市町村発行の納税証明書）

　





（２）提出方法について
　提出書類を、本交付要領表紙に記載の提出先へ持参により提出してください。
※補助金の支払いについては、本補助事業完了後の実績報告書の提出を受け、補助金の額が確定した後に、精算払いにより行いますので、ご注意ください。
　




８　審査・交付決定等
提出された書類に基づき資格要件及び事業内容等を審査会で申請者等によるプレゼンテ－ション審査を実施し、補助金を交付するべきものと認められるときは交付決定を行います。
なお、審査会の日時・場所等は、後日、申請者に書面で御連絡します。
審査の結果（不交付の理由等）に関するお問い合わせには一切応じかねますので、予めご承知願います。いずれの審査結果も、採択の可否を書面により通知します。
[bookmark: _Hlk35956818]　　【加点評価】
本市の持つ地域資源や地域の強み（技術、特産品、観光等）を活用し、関連産業の発展や地
域課題の解決につながる事業内容である場合は、加点評価の要素として優先的に考慮し審査し
ます。
[bookmark: _Hlk68181853]　　
（参考例）本市の地域課題
・若年層の人口流出が著しく､そのことが出生数の減少を招く「負のスパイラル」に陥っている。
・人口減少により地域コミュニティ等の担い手・後継者が不足している。
・高齢化が進行しており、生活支援の必要性が増している。
・空き家の利活用。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等


９　事業内容の変更
交付決定を受けた後、本補助事業の補助対象経費の配分又は内容を変更しようとする場合、もしくは本補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に承認を受けなければなりません。なお、軽微な変更の場合は、承認の必要はありません。（次表に掲げる要件に該当する場合）

【軽微な変更】
	区　分
	変更の内容

	経費の配分の変更
	◇補助事業に要する経費全体の２０％以内の減少となる変更をする場合
◇対象経費の区分の相互間において、補助対象経費のいずれか低い額の２０％以内の経費を流用する場合　　

	事業内容の変更
	補助事業の目的達成に支障を来すおそれのない、事業計画の細部の変更を
する場合



◇　補助金変更申請書（様式第１１号）　◇　取下げ申請書（様式第６号）
◇　事業計画書（様式第２号）（変更後）
◇　収支予算書（様式第３号）（変更後）











提　出　書　類










１０　実績報告等
（１） 実績報告について
[bookmark: _Hlk68181962]補助事業者は、補助事業の完了後３０日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに（総務課に要確認）、次の書類を提出していただく必要があります。
提　出　書　類

◇　補助金実績報告書（様式第８号）　◇　事業実績書（様式第９号）
◇　収支決算書（様式第１０号）
◇　補助対象経費の支出を証明する書類（領収書等）の写し
◇　個人事業主の場合は、個人事業の開廃業等届出書の写し（税務署の受付印のあるもの）
◇　法人の場合は、登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（３カ月以内のもの、コピー可）










（２）経理文書等の保存について
補助事業者は、本補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿、及び支出証拠
書類を整備し、本補助事業が完了した年度の終了後５年間保存しなければなりません。


1１　その他
（１）交付申請書等の作成経費について
本補助事業の申請に当たって要した交付申請書等の作成経費は，補助金の交付決定の可否を
を問わず、一切支給しません。
（２）提出された申請書類等の取扱いについて
申請書類等の機密保持については、本補助事業実施のためにのみ使用することとします。
（３）５年未満で補助対象事業を廃業したり、補助事業者が本市を転出したりした場合は、補助金
　　　の全部又は一部を返還していただきます。
	補助金の交付日からの経過年数
	返還を求める補助金の割合

	１年未満
	交付額の１００％

	１年以上２年未満
	交付額の８０％

	２年以上３年未満
	交付額の６０％

	３年以上４年未満
	交付額の４０％

	４年以上５年未満
	交付額の２０％


　　






（４）事業実施年度の翌年度から５年間、補助金交付者に対して事業成果について報告を求める場合があります。
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